
市立旭川病院研修管理委員会規定 

 

（目 的） 

第１条 市立旭川病院において，卒後臨床研修の実施のための統括管理を行うことを目的

として研修管理委員会を設置する。 

 

（構 成） 

第２条 委員会は，「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令」に基づ

き，次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１）院長 

（２）事務局長 

（３）プログラム責任者 

（４）各科の研修実施責任者 

（５）旭川市保健所長（臨床研修協力施設） 

（６）旭川市医師会から推薦された医師 １人 

（７）北海道立羽幌病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（８）枝幸町国民健康保険病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（９）独立行政法人国立病院機構旭川医療センターの研修実施責任者（協力型病院） 

（10）旭川医科大学病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（11）北海道大学病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（12）江別市立病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（13）札幌医科大学附属病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（14）ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（15）旭川赤十字病院の研修実施責任者（協力型病院） 

（16）研修医             １人 

２ 前項の外部委員は院長が委嘱し，その他の委員は院長が指名する。 

３ 委員会に委員長を置く。 

４ 委員長は院長とする。 

５ 委員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

 

（事務局） 

第３条 研修管理委員会事務局を教育研修課に置く。 

 

（会 議） 

第４条 会議は年１回定例会を開催する。ただし必要に応じて委員長が臨時委員会を招集

することができる。 



（議 決） 

第５条 会議の議決は構成委員の過半数をもって成立し，議事は出席委員の過半数をもっ

て決定する。ただし，協力型病院の研修実施責任者にあっては，委任状をもって出席と

みなすことができる。 

 

（審 議） 

第６条 委員会は次の事項について審議する。 

（１）研修プログラムの作成 

（２）研修プログラム相互間の調整 

（３）研修医の管理及び研修医の採用･中断･修了の際の評価 

（４）その他 

 

（その他） 

第７条 この規定に定めるもののほか，必要なものについてはその都度協議し決定する。 

 

附 則  

この規定は，平成１５年８月８日より施行する。 

附 則  

この規定は，平成２３年７月１日より施行する。 

附 則  

この規定は，平成２５年４月１日より施行する。 

附 則  

この規定は，平成３０年４月１日より施行する。 

附 則  

この規定は，令和元年４月１日より施行する。 

附 則  

この規定は，令和３年４月１日より施行する。 

附 則 

この規定は，令和５年１０月１日より施行する。 

附 則 

この規定は，令和７年４月１日より施行する。 

 


